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1. 事業者の概要 ( 年 2 月 1 日 現在)

１６４－８６２２

東京都中野区本町二丁目５４番１１号

2. 事業所の概要

住所　〒

TEL FAX

1 あり 2 なし 1 あり 2 なし

3. 事業の目的及び運営の方針

4. 事業所の職員体制

業務内容

管理者： 本事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うものとし、従業者に運営基準を遵守させる為の必

要な指揮命令を行います。

サービス提供責任者： 利用申込に係る調整をし､利用しているお客様の状態変化やサービスの意向を定期的に把握します。

訪問介護計画を作成し、訪問介護員等に対して援助目標と援助内容を指示するとともに評価を行い

ます。訪問介護員等の研修、技術指導を行います。

訪問介護員： 訪問介護計画に基づき、介護サービスの提供を行います。

管理者名

初回指定取得日

第三者による評価の実施状況 実施日
評価機
関名称

法人の沿革・特色

氏名

所在地

役職

電話番号

訪問介護員

１

事業内容

事業所番号

栃木県下都賀郡野木町大字丸林５６６－４

３２９－０１１１

事業の目的

運営の方針

株式会社レオパレス２１が開設する指定訪問介護事業は、適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関
する事項を定め、介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者、その他政令で定める者（以下「訪問介護員等」
という。）が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

■　訪問介護員等は、要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
■　事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス並びに居宅サービス事業者・
居宅介護支援事業者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

利用の対象者 要介護認定者

針谷　友美

事業所の名称

所在地
電話番号

２００９年１月１日

職種

１

管理者

サービス提供責任者

2025

法人が保有する
事業所の種類

不動産事業　・　リゾート事業　・　ブロードバンド事業　・　介護事業　他

１９７３　年　８　月　に設立

０３－５３５０－０１２４

宮尾　文也

常勤換算2.5名以上

職員配置数 兼務状況

名

名以上 兼務

結果の
開示

あずみ苑ラ・テラス野木

第　　０９７２３０１１１３　　号

SK第102号20版（HK）

０２８０－５４－４１６５ ０２８０－５４－４１６６

重要事項説明書(訪問介護）

事業者(法人)名 株式会社レオパレス２１ 法人種別 株式会社

代表者 代表取締役

居宅介護支援・通所介護・短期入所生活介護・訪問介護
認知症対応型共同生活介護・介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム
訪問入浴介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・日常生活支援総合事業

住所
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5. 事業の実施地域

※ 上記地域以外でもサービスを実施する場合があります。

※ 上記地域内のサービス提供の場合の交通費は、サービス料金に含まれています。

6. 営業日時

へ連絡

7. サービスの内容

（1） サービスの提供にあたっては、「訪問介護計画」に沿って計画的に提供します。

ご自宅を訪問し、お客様の顔色・発汗などを観察します。また、本日のサービス内容の確認を行います。

お客様の心身状況に合わせた形態での排泄の介助を実施します。

お客様の心身状況に合わせて入浴の介助を実施します。入浴困難な際は、清拭などを実施します。

お客様の心身状況に合わせて食事の介助を実施します。水分補給も併せて実施します。

お客様の心身状況に合わせて更衣の介助を含む、身体整容の援助を実施します。

お客様の心身状況に合わせて起床又は就寝の援助を実施します。

お客様の心身状況に合わせて体位の交換を実施します。

お客様の心身状況に合わせて移動に伴う移乗の介助、移動の介助を実施します。

配剤された薬の飲み忘れの確認、飲みこぼしの確認を実施します（但し、配剤は行いません）。

お客様の使用する居室等の掃除やゴミ出しを実施します。

お客様の衣類等の洗濯、乾燥及び収納を実施します。

お客様の使用している布団のシーツ交換、ベッドメイキング、布団干し等を実施します。

お客様の使用している衣類の整理等を実施します。

お客様の食事の準備、調理、配下膳を実施します（但し、ご家族分の調理は行いません）。

お客様の使用する日用品等の買物を実施します（但し、ご家族分の買物は行いません）。

サービス実施記録に本日実施した内容を記入し、火元・電気・ガス・水道や戸締りを確認します。

※ 「生活援助」は、身体介護以外の掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助を指しますが、次のような行為は「生活援助」に含ま

れません。

ご家族等の為の洗濯・調理・買物・布団干し、主としてお客様が使用する居室以外の

掃除、来客の応接（お茶の手配等）、自家用車の洗車等

庭の草むしり、花木の水やり、犬の散歩等ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、

室内外家屋の修理、正月料理等の特別な調理等

（2） 訪問介護計画については、お客様又はご家族に説明し、同意をいただいた上で交付します。

（3） サービス提供にあたっては、お客様の要介護状態の軽減、もしくは悪化の防止となるよう適切に行います。

（4） サービス提供は懇切丁寧に行い、分かり易いように説明します。わからない事があればいつでも職員にお尋ね下さい。

（5） 職員は常に身分証明書を携行していますので、必要な場合はいつでもその場で提示をお求め下さい。

「本人の援助」に該当しないもの

「日常生活の援助」に該当しないもの

年中無休

実施地域 野木町

営業日 月曜日 ～ 金曜日

営業時間 ８：３０ ～ １７：３０ サービス提供日

休日の緊急連絡先 あずみ苑ラ・テラス野木 TEL ０２８０－５４－４１６５

サービス種別 サービス内容

事前確認

身体介護

排泄

入浴

食事

身体整容

起床就寝

体位交換

移乗・移動

服薬支援

事後確認

生活援助

清掃

洗濯

寝具手入れ

衣類整理

調理

買物等

2 / 15 ページ



  No：52-008717

3 / 15 ページ



  No：52-008717

8. お客様負担金

お客様負担金は、次の３種類に分かれ、それぞれの自己負担分の合計額がお客様にご負担いただく金額となります。

Ⅰ 介護報酬に係るお客様負担金（介護保険負担割合証に記載の割合額）

【ご注意】

（1） お客様負担金のうち、介護報酬に係る費用は下記料金表記載のとおり、サービス毎に定められている単位数をもとに計算され

ます。

具体的には

ア） 基本額のうち、実際に受けたサービスの単位数の1ヶ月の合計を計算します。

イ） お客様がご利用いただいているサービスが加算額及び減算額項目に定める各該当要件を満たす場合には、それぞれ

定められた計算式に従い、ア）に加算及び減算処理を行います。

ウ） ア）及びイ）より計算された総単位数に地域区分　（ ） に応じた一単位の単価 （ 円 ）を

掛けた額が費用総額となります。

エ） 費用総額から９０％、８０％、７０％のいずれかを差し引いた額が介護報酬に係る費用の自己負担額となります。

＊１割負担の場合

＊２割負担の場合

＊３割負担の場合

（2） 下記料金表に記載されたカッコ内の金額はあくまで目安となります。

（3） 要介護認定を受けていないお客様は、要介護認定確定後、介護保険証にて要介護状態区分をご確認いただき、下記の表

にて該当部分をご確認下さい。

（4） 要介護度が変更になりましたお客様は、新しい要介護度確定後、介護保険証にて要介護状態区分をご確認いただき、下記

の表にて該当部分をご確認下さい。

（5） 要介護認定申請後、認定結果が出るまでの間、居宅サービス計画（暫定）に基づき提供されたサービスについて、要介護認

定の結果、自立（非該当）となった場合は、提供時間、サービス内容にかかわらず次の金額をご負担いただきます。

１回　２,９２３円（税込み）　×　利用回数

（6） 日常生活支援総合事業対象者となった場合は、お客様のお住まいの市区町村の規定に従い、その利用料を請求いたします。

① 基本額

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

１０.４２

式）　　介護報酬に係る費用の自己負担額＝費用総額　－　（費用総額　×　９０％）

身体介護中心の
場合

１６３

２４４

５,９０８ １,１８２

式）　　介護報酬に係る費用の自己負担額＝費用総額　－　（費用総額　×　８０％）

式）　　介護報酬に係る費用の自己負担額＝費用総額　－　（費用総額　×　７０％）

６級地

項目 単位数 （左　費用総額：

右上　１割自己負担額)

該当要件中央　２割自己負担額)

右下　３割自己負担額)

単位

１,６９８ １７０

２０分未満のサービス提供を受けた場合１,６９８ ３４０

１,６９８ ５１０

単位

２,５４２ ２５５

２０分以上３０分未満のサービス提供を受けた場合２,５４２ ５０９

２,５４２ ７６３

３８７ 単位

４,０３２ ４０４

３０分以上１時間未満のサービス提供を受けた場合４,０３２ ８０７

４,０３２ １,２１０

単位 １時間以上１時間半未満のサービス提供を受けた場合

８２ 単位 ５７９単位に３０分を増すごとに８４単位を加算

８５４ ２５７

５,９０８ １,７７３

８５４ ８６

８５４ １７１

５６７

５,９０８ ５９１
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（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

（ 円 : 円 )

※ 上記の時間数は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画に定める時間数によるものとします。

② 加算額（算定しない加算においては、網掛けをしております。）

①

②

③

④ 訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に行っている。

⑤ 緊急時の対応方法が、お客様に明示されている。

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

項目 単位数 （左　費用総額：

右上　１割自己負担額)

該当要件中央　２割自己負担額)

右下　３割自己負担額)

２０分以上４５分未満のサービス提供を受けた場合１,８６５ ３７３

１,８６５ ５６０生活援助中心の
場合

１７９ 単位

１,８６５ １８７

２２０ 単位

２,２９２ ２３０

４５分以上のサービス提供を受けた場合２,２９２ ４５９

２,２９２ ６８８

項目 単位数 該当要件

2人介助加算 （基本単位×１００％加算） 同時に2人の訪問介護員等がサービス提供を行った場合

夜間早朝加算 （基本単位×２５％加算）
夜間（18：00～22：00）、早朝（6：00～8：00）にサービス提供を行っ
た場合

深夜加算 （基本単位×５０％加算） 深夜（22：00～6：00）にサービス提供を行った場合

特定事業所加算
（Ⅰ）

（基本単位×２０％加算）

訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計
画に基づく研修の実施

以下①から⑧いずれの要件にも該当し⑨又は⑩に該当すること

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催

利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
（※）直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、
メール等によることも可能

病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携に
より、24 時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応
じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期におけ
る対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等

訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が30％以上、
又は介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎
研修課程修了者及び1 級課程修了者の占める割合が50％
以上
全てのサービス提供責任者が3 年以上の実務経験を有する
介護福祉士、又は5 年以上の実務経験を有する実務者研修
修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1 級
課程修了者
要介護4及び5である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、M）である
者並びにたん吸引等が必要なお客様が20％以上である。

看取り期の利用者（※2）への対応実績が1 人以上であるこ
と（併せて体制要件(6)の要件を満たすこと）

特定事業所加算
（Ⅱ）

（基本単位×１０％加算）
特定事業所加算（Ⅰ）の①から⑤の要件に該当し、⑦又は⑧のい
ずれの要件にも該当していること

特定事業所加算（Ⅰ）の①から⑥の要件に該当し、⑨又は⑩のい
ずれかと下記いずれかの要件にも該当していること

特定事業所加算
（Ⅲ）

（基本単位×１０％加算）
サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定
する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上
配置していること。

訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占め
る割合が30％以上であること。
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⑬

⑭

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 ) （担当の介護支援専門員が必要と認めた場合に限る）

( 円： 円 )

( 円： 円 )

( 円： 円 )

以下①から③いずれの要件にも該当していること

①

②

③

①

②

③

④

①

②

③

③

①

②

)

( ５２１ 円： １０５ 円 )

( ４１ 円： １３ 円 )

(

口腔連携
強化加算

５０ 単位

５２１ １５７(

認知症専門
ケア加算（Ⅱ）

４ 単位

( ４１ 円： ５

項目 単位数 （左　費用総額：

右上　１割自己負担額)

該当要件中央　２割自己負担額)

右下　３割自己負担額)

緊急時訪問
介護加算

円 )

認知症専門
ケア加算（Ⅰ）

３ 単位

( ３１ 円： ４ 円 )

( ３１ 円： ７ 円

項目 単位数 該当要件

特定事業所加算
（Ⅳ）

（基本単位×３％加算）
特定事業所加算（Ⅰ）の①から⑤の要件に該当し、特定事業所加
算（Ⅲ）の⑪又は⑫のいずれかの要件に該当していること

特定事業所加算
（Ⅴ）

（基本単位×３％加算）

特定事業所加算（Ⅰ）の①から⑤の要件に該当し、下記の⑬又は
⑭のいずれかの要件に該当していること

通常の事業の実施地域内であって中山間地域等（※1）に居
住する者に対して、継続的にサービスを提供していること

利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化
に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点と
なり随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問
介護計画の見直しを行っていること

１００ 単位

１,０４２ １０５ 居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護をお客様又
はご家族から要請を受け、24時間以内に行った場合１,０４２ ２０９

１,０４２ ３１３

初回加算 ２００ 単位

２,０８４ ２０９
訪問介護計画を作成したお客様に対し、サービス提供責任者が初
回（若しくは初回に属する月）のサービスに同行した場合

２,０８４ ４１７

２,０８４ ６２６

生活機能向上
連携加算（Ⅰ）

１００ 単位

１０５ 円 )
サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション、通所リハビリテー
ション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活
機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、計画に沿った訪
問介護を実施している。

( １,０４２ 円： ２０９ 円 )

( １,０４２ 円：

( １,０４２ 円： ３１３ 円 )

生活機能向上
連携加算（Ⅱ）

２００ 単位

( ２,０８４ 円： ２０９ 円 )

認知症専門ケア加算（Ⅰ）の②と④の要件に該当していること

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の
20％以上

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門
的な認知症ケアを実施した場合

認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全
体の認知症ケアの指導等を実施

( ２,０８４ 円： ４１７ 円 ) お客様の身体状況等を医師、理学療法士等と共同で評価し、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成している。

お客様の利用する訪問リハビリテーション、通所リハビリテー
ション、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設に
サービス提供責任者が同行している。

３１ 円： １０ 円 )

( ４１ 円： ９ 円 )

)

介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作
成し、研修を実施又は実施を予定

以下の①と②の要件に該当していること
事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合
において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支
援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１
月に１回に限り所定単位数を加算する。

事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当
たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000 に掲げる歯科
訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者から
の相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決
めていること。

円： 円

医師、理学療法士等と連携し、訪問介護計画に沿った訪問介
護を実施している。

( ５２１ 円： ５３ 円 )

( ２,０８４ 円： ６２６ 円 )

以下①から④いずれの要件にも該当していること

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の100
分の50以上である。

認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活
自立度Ⅱ以上の者が20 人未満の場合は１以上、20 人以上の場合は
１に、当該対象者の数が19 を超えて10 又は端数を増すごとに１を加
えて得た数以上配置

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門
的な認知症ケアを実施した場合

当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝
達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
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以下①から⑦の要件に該当していること

① 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること

② 改善後の賃金年俸440万円以上が1人以上

③ 職場環境の更なる改善、見える化

④ 資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みの整備

⑤ 新加算（Ⅳ）の1/2（7.2％）以上を月額賃金で配分

⑥ 職場環境の改善（職場環境等要件）

⑦ 賃金体系等の整備及び研修の実施等

③ 減算額

以下、①又は②いずれかの要件に該当している場合

①

②

Ⅱ 運営基準（省令）で定められた「その他の費用」 (全額自己負担)

Ⅲ 通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（全額自己負担）

Ⅰの①②で定められている内容以外のサービス提供を受けた場合、又は制度上の支給限度額を超えてサービス提供を受けた

場合にかかる費用です。

（保険外のサービスを受ける場合は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画を作成する際に、介護支援専門員から説

明の上、お客様の同意を得ることになります。）

交通費 １ｋｍ １４ 円
通常の事業の実施地域を越えた地点から左記料金に基づき
算定します

高齢者虐待防止措
置未実施減算

所定単位数の
1.0%を減算

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講
じられていない場合。
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装
置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果につ
いて、従業者に周知徹底を図ること。
・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

区分 金　　額 （単　位） 内 容 の 説 明

（基本単位×１５％減算）
同一敷地内建物等に50名以上居住する建物に居住するお客様に
サービス提供を行った場合。

（基本単位×１２％減算）

正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪問介護
サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷
地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合
が90%以上である場合

業務継続計画
未実施減算

所定単位数の
1.0%を減算

以下の基準に適合していない場合。
①　 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す
サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体
制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策
定すること

②　当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和７年３月31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防
止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の
策定を行っている場合には、減算を適用しない。

同一建物に対する
減算

（基本単位×１０％減算）

同一の敷地内若しくは隣接する敷地内若しくは訪問介護事業
所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」）に居住するお客
様にサービス提供を行った場合（同一敷地内建物等に居住す
るお客様が50名未満の場合）

同一敷地内建物等以外に居住するお客様にサービス提供を
行った場合（当該建物に居住するお客様が20名以上の場合）

介護職員等処遇
改善加算（Ⅱ）

（介護報酬総単位数×22.4％加算）

上記②から⑦の要件に該当していること

介護職員等処遇
改善加算（Ⅲ）

（介護報酬総単位数×18.2％加算）

上記④から⑦の要件に該当していること

介護職員等処遇
改善加算（Ⅳ）

（介護報酬総単位数×14.5％加算）
上記⑤から⑦の要件に該当していること

項目 単位数 該当要件

項目
単位数

該当要件

介護職員等処遇
改善加算（Ⅰ）

（介護報酬総単位数×24.5％加算）
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9. 利用料金、その他の費用のお支払い方法

（1） 利用料、その他の費用は利用月ごとに計算し、請求いたします。

請求書は毎回のサービス提供の明細書を添えて、お渡しいたします。毎回のサービス実施記録のお客様控えと照合の上、

利用月の翌月２８日に口座振替にてお支払いください。

＊ 入金確認後、領収書を発行いたしますので、大切に保管してください。尚、領収書の再発行は致しかねます。

＊ お客様が正当な理由がなく利用料の自己負担分を３ヶ月以上滞納した場合には、事業者はお客様に対し、書面により

１ヶ月以上の期間を定めて、期間内に滞納額の全額の支払いがない際はこの契約を解除する旨の催告をすることができ

ます。事業者は必要な措置を講じた上で、お客様が期間内に滞納額を支払わなかったときは、書面をもって契約を解除

することができます。

（2） 保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に応じた金額をいただき、本事業所から

サービス提供証明書を交付します。

サービス提供証明書を後日、保険者の窓口に提出しますと自己負担額を除く全額の払い戻しを受けられます。

（3） 保険適用外部分について料金改定する際には、１ヶ月以上前にお客様に文書で連絡します。

10. サービス利用の中止、変更、追加

（1） お客様の都合により、サービス利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合は、

サービス実施日の前々日までに事業所にお申し出ください。

（2） 前日又は当日になって利用中止の申し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。

ただし、お客様の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

時　　期 キャンセル料

サービス利用日の前日１７：３０までの連絡 無料

サービス利用日の前日１７：３０以降の連絡 １日の介護報酬に係る費用のうち自己負担分の１００％
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11. サービス利用に関する留意事項

（1） サービス提供を行う訪問介護員等

サービス提供にあたっては、複数の訪問介護員等が交代してサービスを提供します。

（2） 訪問介護員等の交代

① お客様からの交代の申し出

選任された訪問介護員等の交代をお客様が希望する場合には、当該訪問介護員等が業務上不適当と認められる事情、

その他交代を希望する理由を明らかにして、本事業所に対して訪問介護員等の交代を申し出ることが出来ます。

但し、お客様から特定の訪問介護員等の指名は出来ません。

② 事業者からの訪問介護員等の交代

事業者の都合により、訪問介護員等を交代することがあります。

訪問介護員等を交代する場合は、お客様及びそのご家族等に対して、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に

配慮します。

（3） サービス実施時の留意事項

① 定められた業務以外の禁止

「7.サービスの内容」に定められたサービス以外の業務を、本事業所に依頼することは出来ません。

② サービスの実施に関する指示・命令

訪問介護員等に対する指示・命令は、すべて本事業所が行います。

③ 備品等の使用

　サービスの実施の為に必要な備品等及び水道・ガス・電気・電話等の費用は、お客様にご負担いただきます。

④ 金銭の取扱い

訪問介護員等は、年金等の金銭の取扱いは致しかねます。

但し、生活援助として行う買物等に伴う少額の金銭の取扱いは可能です。

（4） サービス内容の変更

サービス利用当日にお客様の体調不良等の理由で、予定されていたサービスの実施が出来ない場合は、サービスの内容の

変更を行います。

（5） 訪問介護員等の禁止行為

訪問介護員等は、お客様に対するサービス提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

① 医療行為（社会福祉士及び介護福祉士法に定義されている行為を除く）

② お客様若しくはそのご家族等からの物品等の授受

③ お客様のご家族等に対するサービスの提供

④ 飲酒及び喫煙

⑤ お客様若しくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

⑥ その他、お客様若しくはそのご家族等に行う迷惑行為

12. 事故発生時及び緊急時の対応

サービス提供中に容態の急変等の緊急事態や事故が発生した場合は、下記の方法で対応します。

（1） サービス提供中に事故が発生、又は容態の急変等の緊急事態が発生した場合は、事前の打ち合わせに沿って連絡いたしま

す。（お客様の主治医、救急隊、緊急連絡先（ご家族等）、介護支援専門員、お住まいの行政機関、その他）

（2） 急を要する場合は、事業所の判断により救急車を要請し、事後報告となる場合もあります。

（3） 必要に応じて、警察、消防、市区町村、その他関連機関への連絡をいたします。

（4） 事故再発防止策として、事故報告書に基づき調査・検討をして防止策を講じます。

（5） 施設内の会議に事故事例を提出し、再発の防止に努めます。
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13. サービスの内容及び個人情報取り扱い等に関する苦情・相談について

サービスの内容及び個人情報取り扱い等に苦情・相談がある場合は、下記窓口にご連絡下さい。

14. 個人情報の保護について

（1） 事業者は、お客様及びお客様のご家族の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考え、

事業者が保有する個人情報に関して適正かつ適切な取扱いに努め、個人情報に関連する法令その他関係法令、厚生労働

省のガイダンス及び当社プライバシーポリシーを遵守します。

① 事業者及び事業所の従業員は、正当な理由なくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を漏らしません。

② 事業者及び事業所の従業員であったものは、退職後も正当な理由なくその業務上知り得たお客様及びご家族の秘密を

漏らしません。

③ 事業所ではお客様の医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等で必要がある場合、必要な範囲内でお

客様又はご家族の個人情報を利用します。

（2） 事業者が医療・介護関係事業者に委託をする場合､個人情報保護法及び厚生労働省ガイダンスの趣旨を理解し、それに則っ

た対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督を行います。

15. 虐待防止の取り組みについて

本事業所は、虐待の発生を防止するため、以下の措置を講じます。

（1）

（2）

①

②

③

④

⑤

（3） 研修の実施

指針に基づき、虐待防止に関する研修を年2回の実施いたします。

（4） 虐待防止に関する担当者は管理者といたします。

虐待が発生した場合に、その対応に関すること。

虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止検討委員会」を設置し、年4回委員会を開催し、

次に掲げる事項について協議いたします。

虐待防止のための指針、マニュアル等の整備及び職員への周知に関すること。

職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。

虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。

指針の策定及び掲示等

『利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為である』と認識し、関係法令に基づき虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底

するため、指針を策定し、施設内に掲示または備え付けの書面（紙ファイル等）、電子機器による電磁的記録の供覧等により

公表いたします。

委員会の開催

【事業者の窓口】 所在地 栃木県下都賀郡野木町大字丸林５６６－４

あずみ苑ラ・テラス野木
ＴＥＬ ０２８０－５４－４１６５

受付時間 ８：３０～１７：３０

【公的団体の窓口】 所在地 栃木県宇都宮市本町３番９号　栃木県本町合同ビル６階

栃木県国民健康
保険団体連合会

ＴＥＬ ０２８－６４３－２２２０

受付時間 ９：００～１７：００

【市区町村の窓口】 所在地 栃木県下都賀郡野木町大字丸林５７１

野木町
町民生活部　健康福祉課

ＴＥＬ ０２８０－５７－４１７３

受付時間 ８：３０～１７：１５

【市区町村の窓口】 所在地

ＴＥＬ

受付時間
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16. 身体的拘束廃止の取り組みについて

お客様又はその他のお客様等の生命又は身体を保護する為緊急やむをえない場合を除き、身体拘束その他お客様の行動を制

限する行為はいたしません。

なお、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前にお客様又はそのご家族等に説明を行い、内容及び時間、その際の

お客様の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。

17. 記録の整備について

本事業所は、従業者、設備、備品、会計及び通所介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存するものと

する。

（1） 用紙で保管する場合

・ 鍵のかかる保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は、持ち出し記録簿に記入し、管理します。

・ 記録の閲覧及び写しの交付は、本人及びご家族に限り可能です。

・ 保管期間が終了した書類については、シュレッダーにかけた上で破棄します。

（2） 電子媒体で保存する場合

・ お客様のデータを保存するパソコンは、ログイン時パスワードを求める等のセキュリティを設定し、お客様のデータに対してア

クセス権限のない第三者が不正にパソコン操作を行うことができないようにします。

・ データの閲覧、利用に関して、データアクセス時にパスワードを要求する等のセキュリティを設定し、許可された者のみがアク

セスできるようにします。

・ 外部へのデータの持ち出しは禁止し、保存期間が終了したデータはパソコンより消去します。

18. 契約の解約、解除

（1） 当然終了

以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。

・ お客様がお亡くなりになった場合

・ お客様が介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護を

利用することとなった場合

・ お客様の要介護状態区分が、自立（非該当）と認定された場合、ただし、日常生活支援総合事業対象者は除く

・ お客様の最終利用月から２年が経過した場合

（2） お客様からの解約

契約の有効期間であっても、いつでも解約届出書により、３日以上の予告期間をもって解約の申し入れを行い、予告期間満

了日をもって解除することができます。

また、以下の場合は、解約届出書により直ちに解除することができます。

・ 事業者が正当な理由なく、お客様の請求にもかかわらずサービスを提供しようとしない場合

・ 事業者が個人情報の適正かつ適切な取扱いに違反した場合

・ 事業者がお客様の身体、財産、名誉等を傷つけ、又は著しい背信行為を行うなど、サービスの提供を継続しがたい重大

な事由が認められる場合

（3） 事業者からの解除

以下の場合には、２週間以上の予告期間をもって書面により甲に本契約の解除を申し入れることで、予告期間満了日に本契

約を解除することができるものとします。

・ お客様が法令違反に該当する行為をしている場合

・ お客様が事業者の職員の職務を妨害する行為をし、事業者の要請にもかかわらず是正されない場合

・ お客様の行為が事業者の施設運営に重大な支障をきたすと事業者が判断し、事業者の催告にもかかわらず是正されな

い場合

解除する場合は、担当の介護支援専門員に連絡を取り、必要な措置を講じます。
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19. 業務継続計画

（1） 非常災害対策

災害や感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるよう、業務継続計画（BCP）の策定、研修の実

施、訓練の実施等をおこない、業務継続に向けた取組の強化を図ります。

①

②

③

（2） 感染症対策の取り組みについて

感染症が発生した場合であっても、研修の実施等をおこない、業務継続に向けた取組の強化を図ります。

① 指針の策定

② 委員会の開催

③ 研修の実施

災害対応 連絡網により可能な限り職員を招集します。また、ご家族に速やかにご連絡いたします。

防災設備 火災報知器、非常用放送設備などが備わっております。また、施設内各所に消火器を備え付けております。

消防計画、業務継続計画（BCP）に基づき、消火訓練、避難誘導訓練、地震訓練、風水害想定訓練などの防災訓練、

感染者の発生を想定した机上訓練及び実地訓練および研修を実施いたします。 訓練日に当該施設を利用されている

お客様は訓練に参加していただく場合があります。 また、非常災害に関する訓練の実施については、地域住民の参加が

感染対策委員会は、定例開催するほか、必要に応じて開催することとし、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に関する

内容について協議いたします。

指針に基づき、感染症対策に関する研修を年2回の実施いたします。

得られるよう連携に努めます。

当事業所の運営に関し、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

かつ衛生上必要な措置を講ずるとともに、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置

を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の

安全確保を図ります。
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20. 損害賠償

サービス提供により事故が発生した場合は、市区町村、お客様のご家族、居宅介護支援事業所等に速やかに連絡するとともに、

必要な措置を講じます。また、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償をします。

21. その他

事業所に対する質問・要望等については事業所として適切に対応いたします。

訪問介護契約書の締結に際して、上記内容の説明を行い、交付しました。

年 月 日

東京都中野区本町二丁目５４番１１号

株式会社レオパレス２１

前田　隆博

上記内容について説明を受け、その全てについて同意し、交付を受けました。

【事業者】 所在地

説明日

説明者 職名 氏名

氏名

事業者(法人)名

代表者名 シルバー事業部長

事業所名 あずみ苑ラ・テラス野木 事業所番号 第　　０９７２３０１１１３　　号

【お客様】 住所

氏名

【署名代行者】 住所

続柄 印

印

印

印
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